
 

 

千葉県病床転換助成事業補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 千葉県病床転換助成事業補助金（以下「補助金」という。）の交付につい

ては、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、千葉県補助金等交付規

則（昭和３２年千葉県規則第５３号。以下「規則」という。）に規定するものの

ほか、この交付要綱の定めるところによる。 
 

（補助の目的） 
第２条 この補助金は、医療の効率的な提供を推進するため、医療法人等が行う療

養病床等から介護保険施設等への施設整備費を助成することにより、病床転換の

促進を目的とする。 
 
（補助の対象） 
第３条 補助の対象とする事業は、次の各号に掲げる者が実施する、次項に掲げる

病床の数を減少させるとともに、第３項に掲げる施設を整備し、病床の減少数に

相当する数の範囲内において入所定員を増加させる、病床転換事業（以下「補助

事業」という。）とする。 
（１）医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。）第３９条第２項

に規定する医療法人 
（２）法第７条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者（前号に該当

する者を除く。） 
（３）法第８条の規定により診療所の開設の届出をした者 
２ 補助の対象となる病床は、補助事業申請時の初年度において使用許可を得てい

る次の各号に掲げる病床とする。 
ただし、医療と介護の適切な機能分担を図る観点から、介護療養型医療施設

（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０

条の２第１項の規定によりなお効力を有するものとされた同法第２６条の規定

による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第３号の

指定を受けた同法第８条第２６項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下

「介護療養病床」という。）から次の各号に掲げる病床へ一旦移行し、一定の期

間を経ずして次項に掲げる施設に転換する病床は除く。 
（１）法第７条第２項第４号に規定する療養病床（介護療養病床を除く。） 
（２） 法第７条第２項第５号に規定する一般病床のうち、前号に規定する療養病

床とともに、同一病院又は同一診療所内にあり、当該療養病床とともに転換



 

 

を図ることが合理的であると考えられるもの 
３ 補助の対象となる転換先の施設は、次の各号に掲げる施設とする。 
（１）介護医療院 
（２）ケアハウス 
（３）介護老人保健施設 
（４） 有料老人ホーム（居室は原則個室とし、１人当たりの居室の床面積が概ね

１３㎡以上であるもので、かつ、介護保険制度における利用者負担第３段階

以下の者でも入居可能な居室を確保しているものに限る。） 
（５）特別養護老人ホーム 
（６）特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室 
（７）認知症高齢者グループホーム 
（８）小規模多機能型居宅介護事業所 
（９）複合型サービス事業所 
（１０）生活支援ハウス（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）、奄美群島振興

開発特別措置法（昭和２９年法律第１８９号）、山村振興法（昭和４０年法

律第６４号）、水源地域対策特別措置法（昭和４８年法律第１１８号）、半島

振興法（昭和６０年法律第６３号）、過疎地域自立促進特別措置法（平成１

２年法律第１５号）又は沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）に

基づくものに限る。） 
（１１）高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条

の規定により登録されている賃貸住宅 
 
４ 第１項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者（法人その他

の団体にあっては、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは

これらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与してい

る者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同

じ。））が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は、補助の対

象とならない。 
（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 
（２）次のいずれかに該当する行為（ロ又はハに該当する行為であって、法令上

の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者

（継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除

く。） 
イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的



 

 

で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条

第二号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用す

る行為 
ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知

りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の

財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 
ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約

の相手方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であるこ

とを知りながら、当該契約を締結する行為 
（３）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 
（補助額の算定方法等） 
第４条 補助額は、次により算定するものとする。 
（１）別表の第１欄に定める区分ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める

対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを

施設ごとに比較して、最も少ない額を選定する。 
（２）前号により選定した額に別表第５欄に掲げる補助率を乗じて得た額を補助額

とする。 
２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。 
３ 次に掲げる費用については、補助の対象としない。 
（１）土地の取得又は整地に要する費用 
（２）門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用 
（３）既存建物の買収に要する費用 
（４）その他補助事業に要する費用として適当とは認められないもの 
 
（申請書の提出期日等） 
第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（別記第１号様式）

に誓約書（別記第１０号様式）、役員等名簿（別記第１１号様式）その他の必要

な書類を添えて、知事が別に定める期日までに提出するものとする。 
２ 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請を行うにあたって、消費税及

び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費

税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係

る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法



 

 

律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助

対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下、同じ。）を減額

して交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請

書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この

限りではない。 
 
（交付の条件） 
第６条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 
（１）補助事業に要する経費の配分の変更（２０％以内の変更を除く。）をする場

合には、知事の承認を受けなければならない。 
（２）補助事業の内容のうち、次のものを変更（軽微な変更を除く。）をする場合

には、知事の承認を受けなければならない。 
ア 整備区分の変更 
イ 設置場所 
ウ 建物の規模若しくは構造 

（３）補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。以下同じ。）す

る場合には、知事の承認を受けなければならない。 
（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となっ

た場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 
（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円（補助事業

を実施する者が地方公共団体の場合は５０万円）以上の不動産又はその従物

については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）第１４条第１項第

２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承

認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。 
（６）知事の承認を受けて、補助事業により取得した財産を処分することにより収

入があった場合には、その収入の全部又は一部を知事の定めるところにより、

県に納付させることがある。 
（７）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業終了

後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的

な運営を図らなければならない。 
（８）補助金と補助事業に係る証拠書類の管理については、次によるものとする。 

ア 補助事業者が、地方公共団体の場合 



 

 

別記第５号様式に準じた、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係

を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る歳入及び歳出に

ついて証拠書類を整理し、調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日（補

助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の

属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、補助

事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の不動産

又はその従物がある場合は、前期の期間を経過後、当該財産の財産処分が

完了する日、又は適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生

労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管してお

かなければならない。 
イ 補助事業者が、地方公共団体以外の場合 

補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支

出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定

の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受け

た日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただ

し、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上

の不動産又はその従物がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財

産処分が完了する日、又は適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定に

より厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保

管しておかなければならない。 
なお、補助事業者が法人その他の団体である場合であって、証拠書類等

の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を

承継する者（権利義務を承継する者がいない場合は知事）に当該証拠書類

等を引き継がなければならない。 
（９）補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど

県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 
（１０）補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約

においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせること

を承諾してはならない。 
（１１）補助事業を実施する者は、この補助金と対象経費を重複して、他の法律又

は予算制度に基づく国の負担又は補助を受けてはならない。 
 
（変更の承認） 
第７条 前条第１号から第３号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合

は、事業変更（中止、廃止）承認申請書（別記第２号様式）に変更の内容及び理



 

 

由又は中止、廃止の理由を記載した書類を添付して知事に提出しなければならな

い。 
 
（状況報告） 
第８条 規則第１０条の規定により事業の遂行の状況に関し報告するときは、千葉

県病床転換助成事業状況報告書（別記第３号様式）を、毎年度１２月末日現在の

状況を翌月１０日までに知事に提出しなければならない。 
 
（実績報告） 
第９条 規則第１２条に規定する実績報告をするときは、事業完了の日から起算し

て３０日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度終了の日のいず

れか早い期日までに、千葉県病床転換助成事業実績報告書（別記第４号様式）正

２部を知事に提出しなければならない。 
なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付決定に係る会計年度

終了の日までに千葉県病床転換助成事業年度終了実績報告書（別記第６号様式）

正２部を知事に提出しなければならい。 
 
（交付の請求） 
第１０条 規則第１５条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、

千葉県病床転換助成事業補助金交付請求書（別記第７号様式）を知事に提出しな

ければならない。 
 
（概算払の請求） 
第１１条 規則第１６条第２項の規定により補助金の概算払いを受けようとする

ときは、千葉県病床転換助成事業補助金概算払請求書（別記第８号様式）を知事

に提出しなければならない。 
 
（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 
第１２条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業

者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の

場合を含む。）は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記第９

号様式）により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月

末日までに知事に報告しなければならない。 
なお、補助事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は



 

 

一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部

（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部

の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。 
２ 知事は前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 
 
（暴力団密接関係者） 
第１３条 規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、当該要綱第３条第４項

第２号又は第３号に該当する者（補助事業を行う者が法人その他の団体である場

合にあっては、その役員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他

の団体）とする。 
 
附則 
この要綱は、平成３１年３月２９日から施行し、平成３１年度分の予算に係る補

助金から適用する。 
この要綱は、令和３年９月１日から施行し、令和３年度分の予算に係る補助金か

ら適用する。 
 


